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監事監査報告 

 

独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）第１９条第４項及び

第３８条第２項の規定に基づき、独立行政法人農畜産業振興機構（以下

「機構」という。）の令和３事業年度（令和３年４月１日～令和４年   

３月３１日）の業務、事業報告書、財務諸表（貸借対照表、行政コスト

計算書、損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書   

及びこれらの附属明細書）、利益の処分又は損失の処理に関する書類

（案）、及び決算報告書について監査を実施し、その方法及び結果を  

取りまとめたので、以下のとおり報告する。 

  

１ 監査の方法及びその内容 

監事は、監事監査規程及び監事監査計画に基づき、理事長、副理事

長、理事、業務監査室、企画調整部、その他職員（以下「役職員等」

という。）と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に  

努めるとともに、役員会、幹部会、年度計画の進捗点検・評価等に  

関する四半期ヒアリングその他重要な会議に出席し、かつ重要な  

決裁文書等を閲覧するなど、役職員等からその職務の執行状況に  

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、業務、財産の状況及び

農林水産大臣に提出する書類を調査した。 

また、役員（監事を除く。以下同じ。）の職務の執行が通則法、     

独立行政法人農畜産業振興機構法又は他の法令に適合することを 

確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制

（財務報告プロセスを含む。以下「内部統制システム」という。）    

について役職員等からその整備及び運用の状況について定期的かつ

随時に報告を受け、必要に応じて説明を求めた。加えて昨年に引き 

続き職員（３６名）への非公開インタビューを実施し、業務遂行の 

状況を確認した。３地方事務所については、Ｗｅｂ会議による監査を 

実施し、事務所の概要・運営状況、リスク管理体制、新型コロナウイ

ルス感染症対策等について聴取した。 

なお機構には通則法第１９条第７項に定める子法人は存在しない。 

さらに、当該事業年度に係る財務諸表及び決算報告書（以下「財務

諸表等」という。）並びに事業報告書（会計に関する部分）について
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検証するに当たっては、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適切

な監査を実施しているかを監視及び検討するとともに、会計監査人

からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求めた。また、会計監査人から会社計算規則第１３１条で定める 

「会計監査人の職務の遂行に関する事項」と同様の事項の通知を 

受け、必要に応じて説明を求めた。  

以上の方法に基づき、機構の令和３事業年度に係る業務、事業報告

書及び財務諸表等の監査を行った。 

 

２ 監査の結果 

（１）機構の業務は、農畜産業を取り巻く国内外の環境の変化が生じて 

いる中、国民の消費生活において不可欠な畜産物、野菜、砂糖及び

でん粉の安定供給を図るために、多額の公的資金を預かり、国の 

施策を迅速かつ的確に怠りなく遂行する、という責務を役職員が

深く自覚し、誇りと緊張感をもった上で、法令等に従い適正に実施

され、中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施され

ているものと認める。 

（２）内部統制システムに関する業務方法書の記載内容は相当である

と認める。また、内部統制システムに関する理事長の職務の執行に

ついて、指摘すべき事項は認められない。 

（３）役員の職務の執行に関する不正の行為又は法令等に違反する重

大な事実は認められない。 

（４）会計監査人である有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び 

結果は相当であると認める。 

（５）事業報告書は、法令等に従い、機構の状況を正しく示している 

ものと認める。  

 

３ 独立行政法人改革等に関する基本的な方針等、過去の閣議決定に

おいて定められた監査事項についての意見 

（１）給与水準の状況  

機構は、平成１７年度以降、「給与構造の見直し」（本俸水準の  

引下げ等）に取り組み、また、平成１９年度には「新たな人事管理

制度」を導入して給与抑制策を継続している。この結果対国家公務
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員給与指数（ラスパイレス指数）は、令和３年度においては、前年

度に比べ更に０．６ポイント減の１０１．４となった。今後とも、

同指数の動向を注視したい。 

（２）随意契約の適正化を含めた入札・契約の状況  

自律的かつ継続的に調達等の合理化に取り組むため、「令和３年

度独立行政法人農畜産業振興機構調達等合理化計画」において、 

「競争入札の拡大」、「一者応札の解消」を重点取組事項としている。 

新たに随意契約を締結する案件については、機構内に設置した

「随意契約等審査委員会」による事前審査を受け、外部有識者及び

監事で構成する「契約監視委員会」での点検・審議を実施している。

随意契約での調達であっても、一般競争入札に準じて予定価格を 

作成して契約価格の妥当性を検証し、交渉可能な案件については  

具体的な値引きの成果を上げている。 

 

 令 和 ２年 度  令 和 ３年 度  増 減  

競 争 入 札  １８５件  ９７億 円  ２０４件  １０７億 円  １９件  １０億 円  

企 画 競 争 ・公 募 等  ３５件  １億 円  ３１件  １億 円  △４件  △０億 円  

競 争 性 のある契 約 （小 計 ） ２２０件  ９８億 円  ２３５件  １０８億 円  １５件  １０億 円  

競 争 性 のない随 意 契 約  ８８件  ４億 円  ８９件  ６億 円  １件  ２億 円  

合 計  ３０８件  １０２億 円  ３２４件  １１４億 円  １６件  １１億 円  

※四 捨 五 入 の関 係 で合 計 と一 致 しない場 合 がある。 

令和３年度の契約件数は３２４件、契約金額は１１４億円であり、

このうち競争性のある契約は２３５件で１０８億円、競争性のない

随意契約が８９件で６億円となっている。 

指定乳製品等の売買契約が増加した事から、「競争入札」の件数、

金額が増加している。 

一方、「競争性のない随意契約」は、JETRO との海外情報調査に  

係る委託契約について複数年度契約を実施した等により金額が  

増加したものである。 

機構における令和３年度の一者応札・応募は、契約件数３９件  

（１６．６％）、契約金額４億円（３．４％）と、件数、金額ともに

前年と同程度となっている。主なものとしては、システムの保守  

委託業務や専門性の高い海外での調査委託業務等であり、契約相手
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が限定されるのが止むを得ない契約と考えられる。 

（３）理事長の報酬水準の妥当性  

理事長は、法人の代表としてその業務を総理し、法人経営に   

関する最終的な責任と権限を有している。法人の目的とする    

農畜産業及び関連産業の健全な発展と国民消費生活の安定に寄与

するため、経営安定対策、需給調整・価格安定対策、緊急対策、    

情報収集提供業務を統括しつつ、国内関係機関との連携を図る  

など、強いリーダーシップを発揮し、法人の業務を的確に遂行して

いる。 

理事長の報酬水準は行政事業型の成果目標達成法人の長の平均

年間報酬１９，７４３千円（総務省公表資料を基に算出）を下回っ

ている事も踏まえ、妥当と考える。 

（４）保有資産の見直し 

平成１９年１２月２４日閣議決定された独立行政法人整理合理

化計画において、不要財産の遅滞ない国庫納付が求められている。 

令和３年度も用途が特定されて措置された、補正予算及び予備費

について、事業を実施した残額で、機構として不要と判断したもの

について、業務に支障を来さない範囲で主務大臣の認可を得て国庫

納付している。 

明細は下記表の通り。令和３年度納付額 計１０．１８億円。 

単 位 ：円  ４月 ２８日  ７月 ３０日  １０月 ２８日  １月 ２７日  計  

H23 予

備 費  

肉 用 牛 肥 育 経 営 緊 急 支

援 事 業  

4,514 ,726 1 ,191,566 2 ,019,852 2 ,853,785 10 ,579,929 

H24 補

正  

畜 産 経 営 力 向 上 緊 急 支

援 リース事 業  

  

1 ,003,798,174 

 

1 ,003,798,174 

国 産 食 肉 流 通 合 理 化 緊 急

資 金 支 援 事 業  

  

10 ,000  10 ,000 

H25 補

正  

畜 産 収 益 力 向 上 緊 急 支

援 リース事 業  

  

839,571  839,571 

H26 補

正  

畜 産 収 益 力 強 化 緊 急 支

援 事 業  

  2 ,726,251  2 ,726,251 

合 計  4,514,726 1 ,191,566 1 ,009,393,848 2 ,853,785 1 ,017,953,925 
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４ その他留意して監査した事項等に関する監事所見  

令和３年度も機構は新型コロナウイルス感染症による様々な制約

の中でその機能を維持し、業務を安定的かつ迅速に遂行した。感染症

対応で顕在化した課題を克服すべくテレワークの定着及びデジタル

化の推進に一層注力し、畜産・野菜部門を中心に個人情報を含むデー

タの扱いが多くテレワークに馴染みにくい業務もある中、積極的に

デジタル化に取り組んだ。             

また、内部統制上の懸案の見直しに、以下の通り順次注力した。 

（１）人事制度等の見直し  

令和元年度以降、能力・実績を重視した人事の推進と給与への 

適切な反映、及び人的資源の充実・有効活用等に継続的に取り組ん

でいる。 

ア 令和２年度に改定した人事評価制度が令和３年４月から適用

され、職位ごとに必要とされる能力・スキル、役割に基づく評価

項目・指標等の整理・明確化がなされ、運用が始まっている。目

標の「困難度・重要度」を評価要素として織り込む等、メリハリ

の利いた人事制度とその運用で、役職員等のモチベーションＵ

Ｐと組織活力の減衰回避に大いに活用頂きたい。 

イ 給与抑制策として一律５７歳に達した者に役職定年制度を自

主採用しているが、人材有効活用の観点から一律的な運用を見

直し、働く意欲と能力のある高年齢層職員の積極活用と貢献に

応じた処遇を実現するべく、令和４年度から特例措置（役職定

年制度適用延期）が可能となる。 

ウ 令和３年度では１年以内異動が４例あるが、適材適所の人員

配置の為に担当理事の意見を踏まえた事前調整を積極的に実施

し、現場尊重の人事異動を行ったもので、今後も柔軟で臨機応

変な対応が必要と考える。 

エ 機構におけるマネジメント能力向上のための取組として令和

２年度に試行したマネジメント状況調査（多面的観察）につい

て、令和３年度では調査対象を拡充して実施しており、令和４

年度についても、アンケート結果等を踏まえて継続実施を予定

している。 
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オ 役職員等の資質向上の為の研修の充実にも取り組んでおり、

令和４年度もＩＴリテラシー向上のためのプログラムやメンタ

ルヘルス関連の研修が予定されている。 

また、新卒職員の早期育成と機構ＤＮＡの継承に資するべ

く、令和４年度は現行のメンター制度の見直しも予定してい

る。リモートでの業務が急速に導入された環境の急変の中で、

良好なコミュニケーションの維持・促進、組織帰属意識の醸成

のため、取組を継続願いたい。 

（２）コミュニケーションの改善  

令和３年度も、新型コロナウイルス感染症対応のため、役員会、

幹部会等の役員を中心とした会議については、特に対面実施が必要

な場合を除いてＷｅｂ会議で開催された。機構の運営等に係る重要

テーマについて、討議・調整が行われたほか、国の行政に係る動向

に関する情報がアップデート・共有された。 

また、リスク管理に係る組織横断的な意見交換、或いはテレワー

クの推進に係るアンケート調査などは適宜実施され、役職員間の意

思疎通・問題意識の共有を重視した運営がなされた。 

法人の長の理念や問題意識等を役職員に浸透させるため、理事長

が自らの言葉で語る職員とのコミュニケーションについても、理事

長訓示・メッセージ発信のイントラネット動画配信など、機会拡充

に努めている。取り巻く環境下、良好なコミュニケーションのため

の取組はますます重要度が増すと考えられることから、取組を通じ

て更なる改善に注力頂きたい。 

（３）業務改善・生産性の向上 

機構では、令和２年度ベースで年間７，７００件を超える膨大な

起案文書が文書管理システムを用いて作成されていた。大部分が紙

ベースで、書類回付と押印を繰り返す作業は非効率であり、業務上

のミスを誘発し、テレワークの障害でもあった。文書決裁の簡略化

に取り組み、令和３年度は起案文書件数自体が７，３００件弱   

（△５．４％、その内、理事長決裁案件は約４００件、役員会付議

約１０件を含む）へと減少している。理事・部長階層への権限委譲

も推進すべく随時見直ししており、事務効率化を積極的に進めてい

る。（令和３年度起案文書のうち、令和４年度に理事長決裁から理
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事決裁となる起案約３０件） 

機構としては起案文書の電子決裁導入時期を令和４年度内へと 

大幅に繰上げており、会計伝票についても令和５年１月以降速やか

に電子化して行く計画である。 

その他のシステムについても、費用対効果を十分に見極めつつ、

既に業務プロセスの見直しと合わせてシステム改修によるリモー

ト化の取組が図られている。令和３年度に運用開始した広報誌のＷ

ｅｂ媒体配信への一元化では、結果柔軟な編集と省力化により毎月

発行を実現している。必要機材調達難から導入が令和４年度となる

ものの、タブレット端末を利用した会議のペーパーレス化、会議運

営の効率化もその成果が期待される。 

国の方針を受け、令和３年４月から機構の内部手続、及び補助金・

交付金の交付業務等、関連外部手続において、一部を除いて原則押

印が廃止され、さらに交付手続業務等に係る部分についてのオンラ

イン化(eMAFF）に向けた準備も進んでいる。 

機構全体のネットワークシステムの保全・管理に係る情報セキュ

リティーアドバイザー及びＩＣＴ技術支援者の起用、消費税確定申

告及び税務相談の税理士法人委託、社会保険関係手続の社会保険労

務士法人委託を実施、旅費精算業務の外部委託もしくは内部システ

ム化を検討する等、外部リソースの有効活用等による生産性向上へ

の取組も怠りなく実施している。 

海外情報収集提供業務においても、海外拠点を有する独立行政法

人日本貿易振興機構（JETRO）との連携を強化、令和３年１月から

調査委託契約の対象を従来の北米及びＥＵから大洋州を含む３地

域に拡大、常駐の専任調査員が配置され、提供情報の充実を図って

いる。 

（４）コンプライアンスの推進  

令和３年度は、年２回の「コンプライアンス推進週間」において、

全役職員等の参加を前提に取り組んだ。オンライン研修、アンケー

ト調査による自己点検、コンプライアンスチェックによる理解度確

認、キャッチフレーズの募集、コンプライアンスカードの配布など

が実施された。コンプライアンス推進相談等窓口については、前年

度の９件に対して８件の利用であった。毎年実施されるコンプライ
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アンスに関する職員の認識度調査では概ね良好な結果であったが、

在宅勤務に伴う適切なコミュニケーション・業務運営、リモートハ

ラスメントの防止策等、新たな課題も浮き彫りになった。  

（５）リスク管理の実効性向上  

機構で整理・特定された最重要リスク（業務執行の不能、不正な

業務執行及び不適切な情報の取扱い）に照らし、業務上問題となっ

た事案について、幹部会や四半期ヒアリング等におけるレビュー・

対応協議がされている。「業務フロー」を作成し、リスク項目のリ

ストアップを行い、業務環境・手法等の変化に伴う新たな潜在リス

クを都度点検してこれに備えることにより、リスク管理の実効性を

確保するべく取り組んでいる。重要リスクは月１回程度、それ以外

のリスクについては半年に１回程度の頻度で点検を行うこととし

ている。  

（６）情報セキュリティ対策の強化  

上述の機構における「最重要リスク」の整理では、サイバー攻撃

や不正アクセス等による業務システムの停止、業務データの改ざん、

個人情報の漏洩等のケースが挙げられているが、幸い令和３年度に

おいては重大インシデントの発生はなかった。 

令和４年２月に内閣サイバーセキュリティセンター（ＮＩＳＣ）

によるフォローアップ監査があり、前回（令和２年）往査時の指摘

事項の全件において、改善を要する指摘や検出された問題点等につ

いて、全て必要な対応がとられていることが確認・評価された。 

役職員の啓発・意識向上のための取組としては、不審メールへの

対応やウイルス感染防止のポイント等について端末ポップアップ

画面での注意喚起、標的型メール攻撃を想定した訓練実施、情報セ

キュリティ関連規程に準拠した対応が出来ているか等（テレワーク

時の情報セキュリティ対策を含む。）の自己点検と指導、情報セキ

ュリティアドバイザーによる研修などを行っている。また、テレワ

ークに係るセキュリティ・リスクを軽減し、機構の自席と同様の環

境で業務を行う為に導入された、ＵＳＢ型シンクライアント機器も

成果を上げている。 

（７）新型コロナウイルス感染症対応  

機構としては、引き続き感染リスク低減のために衛生対策を徹底
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しており、時差通勤を推奨、テレワークの環境整備に注力、出勤抑

制に取り組んだ。国内出張は真に必要なものに絞り込むのは勿論、

機構内外の会議・イベント等については、Ｗｅｂ会議、動画配信等

の代替手段を最大限活用した。ＩＣＴの積極的な活用による、各種

業務システムのオンライン化、機能拡充などは順調に進み、安定的

な業務の継続が図られた。コロナ禍で業務用需要の大幅な減少に直

面した野菜生産者の支援を目的として令和３年２月に開設した「国

産野菜マッチングサイト（べジマチ）」の登録会員数も足もとで  

３００社を超えており、少しでも生産者の支援につなげるべく、こ

ういったＩＣＴを活用した取組も、更に拡大して行く方針としてい

る。 

一部重要業務については、出勤困難な事態を想定した代替スキー

ムが関係機関との協議により令和２年度中に構築されているが、今

年度は大規模災害時に加えて、感染症拡大に備えた実践訓練と関連

マニュアルの整備も完了している。 

今後は「with コロナ」を基本に、テレワークが恒常的な仕組みと

して定着する可能性が高いと思われるが、対面方式との使い分け、

コミュニケーション機会の確保、業務の見える化、本来業務の生産

性向上などとのバランス、リモート環境下での業務実績評価や人事

評価等、職員が納得感を得られる内容で説明責任を果たすことの重

要性等、新たな課題もあり、今後の取組にも注目したい。 

 

 

令和４年６月２２日  

 

独立行政法人農畜産業振興機構  

 

監事   守山 郁雄      

 

監事   矢島  章弘 

  

 


